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（ 開会 午前１０時００分 ） 

 

◆開会 

◎議長（高原邦子） 

本日の出席議員は全員であります。それでは、ただ今から平成３０年第５回飛騨市議会

定例会を開会いたします。 

ただちに、会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◆日程第１ 会議録署名議員の指名 

◎議長（高原邦子） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第８

８条の規定により２番、井端議員、３番、澤議員を指名いたします。 

 

◆日程第２ 会期の決定 

◎議長（高原邦子） 

日程第２、会期の決定を議題といたします。お諮りいたします。本定例会の会期は、本

日１１月２８日から１２月１３日まで、１６日間といたしたいと思います。これにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

◎議長（高原邦子） 

ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日１１月２８日から１２月１３

日までの１６日間と決定いたしました。 

 

◆諸般の報告 

◎議長（高原邦子） 

この際、諸般の報告を行います。議長がこれまでに受理した請願・陳情等は、お手元に

配付の請願・陳情等整理簿のとおりであります。議長活動報告及び監査委員からの例月現

金出納検査の結果についての報告につきましては、それぞれのお手元に配付のとおりで

あります。それをもって報告にかえさせていただきます。以上で、議長の報告を終わりま

す。 

続きまして、市長から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 

（「議長」と呼ぶ声あり）  ※以下、この「議長」と呼ぶ声の表記は省略する。 

◎議長（高原邦子） 

都竹市長。  ※以下、この議長の発言者指名の表記は省略する。 

〔市長 都竹淳也 登壇〕 
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△市長（都竹淳也） 

おはようございます。本日、平成３０年第５回飛騨市議会定例会を招集させていただき

ましたところ、御参集賜りまして、誠にありがとうございます。 

１２月１３日までの１６日間にわたりまして数多くの重要な案件につきまして御審議

を賜ります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

お手元に行政報告をお配りしておりますけれども、９月定例会以降の市政及び飛騨市

をとりまく話題の内、主な事柄につきまして何点か御報告を申し上げたいと思います。 

はじめに９月１５日土曜日、１６日日曜日に開催いたしました「飛騨市ファンの集いＩ

Ｎ飛騨市」及び１１月１３日火曜日に開催しました「飛騨市ファンの集いＩＮ東京」につ

いてご報告を申し上げます。 

  飛騨市ファンクラブでございますが、会員数が１１月中旬に２，６００人を突破したと

ころでございます。 

  市内でのファンの集いには、交通費等全て自己負担でありながら県外から約２０名の

参加があり、市内に宿泊していただき、私自身が古川町のまち案内をさせていただくとと

もに飛騨市の魅力をじっくり体感していただいたところでございます。 

  またことし２回目となる東京でのファンの集いでは、市内事業者と一緒に上京いたし

まして、郷土料理や薬草料理、地酒でおもてなしをいたしますとともに、飛騨の文化や魅

力を発信したところでございます。次回は、関西での開催を検討いたしております。 

  次に１０月１日月曜日からスタートいたしました「飛騨市手数料電子決済モデル事業」

についてご報告を申し上げます。これは、飛騨信用組合と連携協定を締結し、電子地域通

貨「さるぼぼコイン」による住民票交付等の窓口業務手数料を電子決済化するものでござ

いまして、電子地域通貨を使った取り組みとしては、全国初となるところでございます。 

  １０月は、市民保健課で１９件、税務課で９件、ご利用をいただいております。今後は、

市税の納付への拡大を検討しておるところでございます。 

  次に、１０月１２日金曜日から１０月１４日日曜日の３日間にわたりまして開催をい

たしました台湾新港郷友好都市提携一周年記念事業についてご報告を申し上げます。昨

年締結をいたしました飛騨市と新港郷の友好都市提携の締結一周年を記念いたしまして、

林（りん）新港郷長をはじめ、交流の中心となっている新港文教基金会、ならびに新港郷

長をはじめ、交流の中心となっている新港文教基金会、ならびに新港奉天宮から関係者の

皆様、総勢９２名を飛騨市にお迎えし、盛大に開催いたしたところでございます。 

  初日は、古川町公民館で新港郷の皆様と一般参加の市民ら約１６０名にご参加いただ

きまして歓迎交流会を開催いたしました。 

  ２日目は、新港郷の皆様に古川祭屋台特別曳き揃えを観覧いただいたのち、飛騨市文化

交流センターにおいて記念式典を開催したところでございます。飛騨市からは木遣りや

藤橋能などの日本らしい伝統文化を、また新港郷からは新港奉天宮の色鮮やかな伝統芸

能が披露されまして、来場者約６００名の方に新港郷の文化を広く知っていただく機会
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となったところでございます。 

  また飛騨市美術館での文化展覧会には、新港郷の国宝級の芸術品など７１点やこれま

での交流の歴史パネルなどを展示し、２週間で９８３名の来館者をいただいたところで

ございます。 

  最終日は、市内の観光を楽しんでいただき、送別会を開催をいたしました。 

  次に１０月２５日木曜日開催のプロ野球ドラフト会議に河合町出身で、大阪桐蔭高校

の根尾昴（あきら）選手が臨んだということがございました。地元河合町で、ゆぅわ～く

はうすで市民をあげてのパブリックビューイングを行いまして、会場には約１００名が

集まりました。 

  結果については、ご承知のとおり中日ドラゴンズが見事交渉権を獲得し、地域として二

重の喜びに沸いたところでございます。 

  市としては今後、飛騨市初のプロ野球選手である根尾選手を長く応援するための組織

づくりをしたいと考えておりますが、全国的な注目度の高さから報道が過熱しており、そ

のことによってさまざまな影響が出ていることを考慮し、いましばらく時間をおき、シー

ズン開始後に徐々に検討していきたいと考えているところでございます。 

  次に１０月２９日月曜日に行われました企業版ふるさと納税授与式・感謝状贈呈式に

ついてご報告いたします。今回、三井金属鉱業株式会社様より５，０００万円、三井金属

エンジニアリング株式会社様より１，０００万円の企業版ふるさと納税の寄付をいただ

けるとのお申し出をいただきまして、三井金属鉱業株式会社様の本社にて感謝状授与式

をとりおこなったところでございます。今回の寄付の申し出を受けまして、現時点で目標

の１億円を超える総額１億１，８００万円の寄付額となっておりますが、さらなる寄付の

拡大にむけまして、複数企業との調整を行っているところでございます。 

  次に１０月３１日水曜日、飛騨市役所にて開催されました北海道中川町との「姉妹森」

協定締結式についてご報告いたします。このたび両市町は、森づくりやまちづくり、人づ

くりの分野において、これまでおのおのが培ってきたノウハウを相互に交換し、木工製品

の新たなブランド化などに共同で取り組む「姉妹森」の協定を締結したところでございま

す。 

  また１１月９日金曜日には、協定締結を記念した「広葉樹のまちクラフトフェア」を東

京都内で開催し、来場いただいた国の関係者や首都圏のマスコミ等から高い評価をいた

だいたところでございます。 

  続きまして、１１月１０日より飛騨市美術館において岐阜県移動美術館「細江光洋の世

界展」を開催いたしております。本展は県美術館コレクションの中から岐阜県を代表する

写真家「細江光洋」を紹介する回顧展として、県と市美術館学芸員がセレクトした６２点

の写真のほか、当時をしのばせる民具の展示をいたしております。 

  細江氏が市全体で撮られた写真は飛騨の素朴さやぬくもりが伝わってくる作品である

とともに当時の暮らしを知るうえで、歴史資料としても高い評価を得ております。 
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  きのう１１月２７日現在で、８９３名の入館者をいただいておりますが、１２月９日ま

での開催中、ぜひ多くの皆様にご観覧いただきますよう、ご案内申し上げたいと考えてお

るところでございます。 

  次に１１月２６日月曜日、１１月２７日火曜日、きのう、おとといでございますが、第

２０回米・食味分析鑑定コンクール国際大会ＩＮ飛騨が高山市文化会館で開催されまし

て、過去最高の５，７１７点のエントリーがあったところでございます。 

  この内、最も権威がある国際総合部門においては最終選考に残った４５点のうち、岐阜

県の米が２０点入賞いたしました。しかもその全てが飛騨地域の米でありまして、飛騨市

の米は３点が入賞し、さらにその３点は全て金賞を受賞したという快挙でございます。 

  受賞されましたのは、みつわ農園の永田政和（ながたまさかず）さんと畠中望（はたな

かのぞみ）さん、田中農園の田中清（たなかきよし）さんで、また栽培部門では、飛騨市

うまいお米研究会の山本幸一（やまもとこういち）さんが金賞、岩塚哲士（いわつかてつ

し）さん、古田善彦（ふるたよしひこ）さん、坂口誠一（さかぐちせいいち）さんが特別

優秀賞を受賞されました。 

  さらに小学校部門では、古川西小学校が金賞、宮川小学校が特別優秀賞を受賞するとい

うとても喜ばしい大会でございました。今後も飛騨が全国最高峰の米どころとしての認

知度がさらに高まるように市としても支援してまいりたいと考えているところでござい

ます。 

  続きまして、９月以降、私が国や市長会の会議の委員を拝命し、それらの会議に出席し

ておりますので、ご報告を申し上げたいと思います。 

  ９月３日でございますが、スマートインクルージョンの実現に向けた懇談会というも

のに出席をいたしました。これは、野田聖子前総務大臣からのお声かけによりまして、委

員に加わったものでございまして、ＩＣＴの力で障がい者や高齢者をはじめ、あらゆる人

たちが持てる能力を発揮できる世の中にしていくための方策を話しあう会議でございま

す。 

  また９月２７日には、全国市長会に新たに設置されました「地域医療確保対策会議」に

出席をいたしました。この会議は、地域医療を支える医師、看護師の確保と質の高い医療

サービスを安定的に提供していく方策を全国市長会として国に提言することが役割とし

ております。再来年の６月までの設置となっておりまして、この会議では副座長として取

りまとめ役をさせていただくことになりました。 

  また９月２８日、１１月１４日には、地域社会を運営するための人材確保と人づくりの

あり方に関する研究会に参加をしたところでございます。これは、日本都市センターから

委員就任の要請を受けたものでございまして、地域包括ケアや見守り、物資供給や交通弱

者対策などにむけた地域コミュニティの専門人材の確保と人づくりの方策を話しあうこ

とを目的としておりまして、来年度末までに６回の会議が予定されております。 

  最後に幼児教育・保育の無償化に関する動向につきまして、ご報告を申し上げます。報
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道等でご存じのとおり、国は、２０１９年１０月からはじめる幼児教育・保育の無償化の

費用負担につきまして、初年度にあたる２０１９年１０月から２０２０年３月までの半

年分は全額国費で負担するものの、それ以降は、都道府県や市町村の負担を求めていると

ころでございます。この件につきましては、全国市長会として、無償化は地方が求めたも

のでなく、国が一方的に提案した純粋な国策であり、実施に必要な財源は、国の責任にお

いて全額国費で確保されること、無償化の施行にあたっては、子どもたちの安全確保が第

一であり、制度の具体的方針を速やかに提示し、国民及び自治体への周知の徹底を図るこ

とを強く要請し、一歩も引かぬ姿勢で国と戦っております。私自身も全国市長会の一員と

して同一の姿勢で、県選出国会議員への要請活動を行うなどしているところでございま

すので、ご承知おきをいただきたいと存じます。 

以上をもちまして行政報告とさせていただきます。 

〔市長 都竹淳也 着席〕 

◎議長（高原邦子） 

以上で、市長の発言を終わります。 

 

◆提案理由・総括説明 

◎議長（高原邦子） 

それでは、ここで市長より今定例会における議案の提案理由、総括説明を求めます。 

〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

  それでは、今議会に提案しております案件につきまして、ご説明を申し上げます。今回

は、報告案件が４件、条例改正等が９件、財産の無償譲渡が３件、財産の取得・処分の変

更が４件、指定管理者の指定が１３件、補正予算が８件の合計４１件であります。 

  報告案件ですが、かみおか循環乗合タクシーの人身・物損事故及び一般公用車の人身・

物損事故に伴う損害賠償額の決定にかかる専決処分であります。 

  財産の無償譲渡は、２つの保育園と障がい者自立支援施設の完全民営化にむけたもの

でございます。また財産の取得及び処分額の変更は、畜産担い手育成総合整備事業の入札

結果による額の変更であります。 

  指定管理者の指定では、ひだ宇宙科学館カミオカラボの指定ほか、期間満了等に伴う指

定でございます。 

なお、条例制定・改正、補正予算の案件につきましては、のちほど説明させていただき

ますので、よろしくお願いを申し上げます。 

〔市長 都竹淳也 着席〕 

◎議長（高原邦子） 

以上で、市長の説明を終わります。 
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◆日程第３ 報告第１０号 損害賠償の額の決定について 

             から 

 日程第６ 報告第１３号 損害賠償の額の決定について 

 

◎議長（高原邦子） 

日程第３、報告第１０号、損害賠償の額の決定についてから日程第６、報告第１３号、

損害賠償の額の決定についてまでの４案件については、会議規則第３５条の規定により

一括として議題といたします。説明を求めます。 

〔総務部長 東佐藤司 登壇〕 

□総務部長（東佐藤司） 

おはようございます。報告第１０号についてご説明申し上げます。 

本件は、かみおか循環乗合タクシーの物損・人身事故に伴う賠償額の決定について地方

自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により報告

するものでございます。事故の発生日時は、平成３０年８月２２日、午後２時３０分ごろ。

場所は、神岡町殿老人保健施設たかはら駐車場内。事故の概要ですが、市営バス運行受託

事業者がかみおか循環乗合タクシーをたかはら前バス停に向けて徐行をさせていたとこ

ろ、車両左側から相手車両が当方車両に接触し、双方の車両が破損したものであります。

相手の方は、飛騨市内在住の方。相手方の損害額は４７０，０００円。市の過失割合は４

０パーセント。損害賠償金は１８８，０００円。財源は全て保険金です。専決年月日は、

平成３０年１０月２２日です。 

  裏面をお願いします。当該かみおか循環乗合タクシーの乗客が当該事故により、床面に

足をぶつけ、けがをされたことに伴う損害賠償です。事故の発生日時、概要はさきほど述

べたとおりであります。相手方は飛騨市在住の方。市の過失割合、１００パーセント。損

害賠償金、１０万５，６１０円。財源は全て保険金です。専決年月日は平成３０年１１月

２１日。 

以上で報告を終わります。 

〔総務部長 東佐藤司 着席〕 

◎議長（高原邦子） 

続いて、説明を求めます。 

〔環境水道部長 大坪達也 登壇〕 

□環境水道部長（大坪達也） 

  それでは、報告第１１号、損害賠償の額の決定について、ご説明いたします。 

  発生日時、場所、平成３０年８月２日、午前１０時５０分ごろ、古川町宮城町宮城橋の

先。事故の概要としましては、職員が運転する市有車の代車が市役所に向かって進行中、

宮城橋先の十字路において左側から相手車両が衝突し、双方の車両が破損したものであ
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ります。相手方、飛騨市在住の方。事故の種類は、物損。相手方損害額、４８万５，４２

８円。市の過失割合、１０パーセント。損害賠償額、４万８，５４３円。内訳としまして、

一般財源で支出であります。専決年月日、平成３０年１１月５日。専決第１３号。 

  裏面をお願いいたします。これは、代車に対する損害賠償についてであります。発生日

時、場所、事故の概要については、さきほどの説明と同一であります。相手方、飛騨市内

の事業者。事故の種類、物損。相手方損害額、１９万２，０００円。市の過失割合１０パ

ーセント。損害賠償額、１万９，２００円。内訳としまして、一般財源であります。専決

年月日、平成３０年１１月５日。専決第１４号。以上で説明を終わります。 

〔環境水道部長 大坪達也 着席〕 

◎議長（高原邦子） 

続いて、説明を求めます。 

〔基盤整備部長 青木孝則 登壇〕 

□基盤整備部長（青木孝則） 

  報告第１２号、損害賠償の額の決定について、ご説明いたします。発生日時につきまし

ては、平成３０年５月１７日。午後０時５０分ごろ。場所につきましては、飛騨市神岡町

吉ヶ原地内。事故の概要ですが、職員が公用車を運転中、ガードレールに衝突し、同乗者

を負傷させたものでございます。相手方につきましては、記載のとおりでございます。事

故の種類につきましては、人身。相手方の損害額につきましては、９万７，２８８円で、

過失割合については、１００パーセントでございます。お金につきましては、保険金で全

てまかなうものでございます。専決年月日につきましては、平成３０年１０月２０日。専

決第１０号でございます。 

裏面をお願いいたします。発生日時、場所、事故の概要については同様でございます。

相手方につきましては、記載のとおりでございます。同じく人身でございまして、相手方

の損害額ですが、２６万３，４７０円。過失割合は１００パーセントでございます。こち

らにつきましても保険金の全て充当ということになります。専決年月日ですが、平成３０

年１０月２２日。専決第１１号でございます。 

  〔基盤整備部長 青木孝則 着席〕 

◎議長（高原邦子） 

続いて、説明を求めます。 

〔教育委員会事務局長 清水貢 登壇〕 

□教育委員会事務局長（清水貢） 

  報告第１３号、損害賠償の額の決定について、ご説明申し上げます。発生日時は、平成

３０年６月２４日、午前９時ころ。場所は、飛騨市古川トレーニングセンター敷地内でご

ざいます。事故の概要ですが、相手方車両が敷地内の側溝グレーチングをはね上げ、車体

下面のオイルパンを破損したものでございます。相手方は表記のとおりです。事故の種類

は物損。損害額は、３万４，８３６円。過失割合は５０パーセント。損害賠償金は、１万
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７，４１８円で保険金対応でございます。決定日は、平成３０年１１月１３日で専決させ

ていただきました。以上で説明を終わります。 

〔教育委員会事務局長 清水貢 着席〕 

◎議長（高原邦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑は報告番号を述べて行ってく

ださい。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

◎議長（高原邦子） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終結し、報告第１０号から報告第１３号までを終わ

ります。 

 

◆日程第７  議案第１２３号 飛騨市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例の一部を改正する条例について 

から 

日程第４３ 議案第１５９号 平成３０年度飛騨市水道事業会計補正予算（補正第３号） 

◎議長（高原邦子） 

続きまして日程第７、議案第１２３号、飛騨市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末

手当に関する条例の一部を改正する条例についてから、日程第４３、議案第１５９号、平

成３０年度飛騨市水道事業会計補正予算（補正第３号）までの３７案件につきましては、

会議規則第３５条の規定により一括して議題といたします。説明を求めます。 

〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

  議案第１５２号から議案第１５９号にて提案しております補正予算につきまして審議

をお願いするにあたり、その概要についてご報告を申し上げます。 

  今回の補正予算は、事業実施期間の限られる年度末にさしかかる時期の予算であるこ

とから新規の予算計上は緊急性のある事業やかねてから計画していました複合児童福祉

施設整備事業にとどめ、人事院勧告にともなう人件費の補正や年度の事業進捗をふまえ

た所要の予算調整を主眼としたところでございます。 

  このうち新規事業としては、災害時における迅速・的確な対応を目的とした防災対策室

の整備にかかる経費を盛り込んだほか、９月に発生した台風２１号により甚大な被害を

受けた園芸用ハウスの復旧に対する助成等、喫緊の課題に対応するための経費を計上し

たところでございます。 

  それでは、本補正予算における主要施策の概要について、ご説明申し上げます。 

  総務費では、７月の豪雨災害時の対応をふまえ、常設の設備を備えた専用室の必要性が

明らかになったことから本庁舎２階の一部を改修し、情報収集、広報対応に必要な電話設

備やＬＡＮ回線、停電時に電源車からの電源供給を受けるための設備を有する防災対策
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室を整備することとして、２，２００万円を計上いたしました。あわせて、本庁舎及び各

振興事務所に非常用自家発電を整備するための実施設計費３００万円を計上し、停電時

の体制が脆弱であった対策本部機能の強化を進め市民の皆様の安心・安全につなげてま

いります。 

  企画費では、ＮＨＫ連続テレビ小説「さくら」パネル展を開催するための調整が整った

ことから会場となる古川町弐之町の空き家の借上料等、開催に関する経費５０万円を計

上し、ロケ誘致にむけた取り組みを一層推進してまいります。また、来年３月２７日に予

定しております、ひだ宇宙科学館カミオカラボのオープンにあわせまして、オープニング

セレモニーや記念講演会を開催するための経費に１００万円を計上したところでござい

ます。 

  地域振興費では、神岡町市街地を流れる高原川の一部が「都市・地域再生等利用区域」

に県内で初めて指定されたことから古川土木事務所により河川敷への車両の進入路など

の整備が進められたことを受け、来春以降の河川敷の利活用を見据えた個別給水、電源供

給設備の設置工事費に１００万円を計上しております。 

  民生費では、冒頭に申し上げましたとおり、神岡町旭ヶ丘地内に計画する複合児童福祉

施設の実施設計が完了し、建設に着手する準備が整ったことから建設工事及び施工管理

等に要する経費２億３，８００万円を計上し、その財源には施設を共同利用する飛騨市社

会福祉協議会からの建設負担金８，６００万円を充てたうえで、残余については合併特例

債１億５，２００万円を充当いたしました。なお、本事業につきましては、予定工期が年

度をまたぐことから事業費の全額を翌年度に繰り越すこととして、繰越明許費をあわせ

て計上しております。 

  また一部福祉医療受給者の入院にかかる療養費がかさんだこと等から医療助成費を１，

５００万円増額するほか、市外の保育所に通う園児の増加に伴い、他団体への保育負担金

を３００万円増額いたしました。 

  衛生費では、３歳児検診における眼科検査体制の充実を図り、子どもの目の発達過程に

おける異常の早期発見と適切な治療につなげるため、これまでのランドルト環指標を用

いた検査に加え、屈折異常や斜視を客観的にスクリーニングすることができる検査装置

の導入に１００万円を計上したところでございます。 

  農林水産業費では、９月に発生した台風２１号により甚大な被害を受けた園芸用ハウ

スの復旧にあてるため、国において措置された被災農業者向け経営体育成支援事業に県

とともに上乗せ助成を行なうこととして総額１，３００万円を計上し、施設の早期復旧と

被災農業者の営農意欲の維持を図ります。 

  また有害鳥獣捕獲業務に従事するための狩猟免許の取得見込者が当初想定の５名から

１０名に倍増していることから免許取得支援事業に３００万円を追加計上いたしました。 

  なお県の制度改正によりまして、一部の事業採択が翌年度に送られた繁殖雌牛増頭対

策事業や実施主体の事業量の減による不用額が発生いたしました民有林整備事業等を減
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額したことから農林水産業費全体では１，８００万円の減額となります。 

  商工費では、商工業活性化包括事業補助金につきまして、起業化支援にかかる利用実績

がこれまでに２５件を超えるなど市内において新たな事業の立ち上げや店舗リニューア

ルによる開業が続いていることから今後の追加需要を見込み、７００万円を追加計上い

たしました。 

  観光費では、古川中心市街地における観光客の周遊を促すため、各屋台蔵を巡るスタン

プラリーを行う際に必要となる台座の設置に２００万円を計上するほか、本年度から市

で雇用している重度の障がいのある業務支援職員からの提案にもとづき、障がいのある

観光客が利用しやすい公衆用トイレをさくら物産館に設けることといたしまして、施設

を所有する古川町商工会への補助金６００万円を計上したところでございます。 

  その他、年度の事業進捗をふまえた所要の予算調整といたしまして、土木費では特別会

計の補正に伴って公共下水道事業会計ほか２会計への繰出金を２，９００万円減額する

とともに住宅性能向上リフォームに対する助成事業については、利用実績をふまえ４，１

００万円を減額。教育費では、民間事業者の全額負担により予定されていた増島城址及び

上町遺跡の発掘調査についてそれぞれ計画変更に伴って掘削の影響が遺構に及ばなくな

ったことから発掘調査に要する１，８００万円を減額いたしました。 

  なお、これらの調整により生じた既決一般財源の余剰額６，０００万円につきましては、

翌年度以降の事業に有効に活用するため、ふるさと創生事業基金への積み立てを行うこ

ととしております。 

  このたび提案する補正予算額につきましては、一般会計では２億３，２２５万５，００

０円を追加し、補正後の予算額は、２１１億８，２１６万４，０００円となります。補正

に必要な財源につきましては、歳出予算にあわせて充当財源となる国県支出金や市債、特

定目的基金からの繰入金等を調整し、全額を特定財源にてまかなっております。 

  また特別会計につきましては、水道事業会計を含む７会計につきまして、事業の進捗に

伴う補正を行うこととし、合計で５８８万４，０００円を減額し、補正後の公営企業会計

を含む全特別会計の予算額は、１１４億７，６６８万９，０００円となります。 

  以上をもちまして、私の提案説明を終わらせていただきます。条例、その他の議案につ

きましては、総務部長より説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 

〔市長 都竹淳也 着席〕 

◎議長（高原邦子） 

続いて説明を求めます。 

〔総務部長 東佐藤司 登壇〕 

□総務部長（東佐藤司） 

それでは、今回提案をさせていただきます条例、その他の議案につきまして概要説明を

させていただきます。 

議案第１２３号、飛騨市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一
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部を改正する条例についてから議案第１２７号、飛騨市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の一部を改正する条例につきましては、人事院勧告にもとづき、改正を行うも

のです。 

議案第１２８号、飛騨市保育所条例の一部を改正する条例についてから議案第１３０

号、財産の無償譲渡につきましては、飛騨市立増島保育園及び飛騨市立さくら保育園の建

物等を無償譲渡し、完全民営化を図るものです。 

議案第１３１号、飛騨市障害者自立支援施設条例を廃止する条例について及び議案第

１３２号、財産の無償譲渡につきましては、飛騨市障害者自立支援施設憩いの家を無償譲

渡し完全民営化を図るものです。 

議案第１３３号から議案第１３６号、指定管理者の指定につきましては、ひだ宇宙科学

館カミオカラボ、飛騨市黒内屋内運動場、飛騨市サン・スポーツランドふるかわ、飛騨市

古川町森林公園及び飛騨市古川トレーニングセンター施設の指定管理者の指定です。 

議案第１３７号、財産の取得の変更についてから議案第１４０号、財産の処分の変更に

つきましては、６月議会で議決をいただきました河合町稲越地内の繁殖牛舎及び古川町

畦畑地内の繁殖牛舎、堆肥舎の金額の変更です。 

議案第１４１号、飛騨市地域産業振興施設条例の一部を改正する条例につきましては、

飛騨市地域交流施設香愛ローズガーデンの使用料及び神岡町農産物直売施設を産業振興

施設として位置づけるための改正です。 

議案第１４２号から議案第１５０号、指定管理者の指定につきましては、飛騨河合飛騨

牛繁殖センター、森茂牧場、神岡町農産物直売施設、古川町農産物直売施設、飛騨市火葬

場、地域交流センター船津座、飛騨市星の駅宙ドーム・神岡、飛騨古川まつり会館及び飛

騨市古川味処施設の指定管理者の指定です。 

議案第１５１号、飛騨市都市公園条例の一部を改正する条例につきましては、気多公園

の面積の変更に伴う改正です。 

以上、よろしくお願いします。 

〔総務部長 東佐藤司 着席〕 

◎議長（高原邦子） 

以上で、補正予算、条例関連等の説明が終わりました。 

ただ今説明のありました議案第１２３号から議案第１５９号までの３７案件につきま

しては、１２月５日から１２月７日までの３日間、質疑を予定しております。質疑のある

方は発言通告書によりお願いいたします。 

なお、質疑・一般質問の発言通告書は、１１月３０日金曜日、午前１０時が締め切りで

ありますので、よろしくお願いいたします。 

◎議長（高原邦子） 

ここでお諮りいたします。議案精読のため、１１月２９日から１２月４日までの６日間

を休会といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」との声あり） 

 

◎議長（高原邦子） 

ご異議なしと認めます。よって、１１月２９日から１２月４日までの６日間は議案精読

のため休会とすることに決定いたしました。 

 

◆散会 

◎議長（高原邦子） 

以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。会議を閉じ、散会といた

します。お疲れさまでした。 

 

（ 散会 午前１０時４０分） 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

 

 飛騨市議会議長      高原邦子 

 

 

 

 飛騨市議会議員（２番）  井端浩二 

 

 

 

 飛騨市議会議員（３番）  澤史朗 

 


